
043 １．受取配当等の額

①　連結法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等

６３０，０００円 ＋ ３００，０００円 × １
２ ＝ ７８０，０００円

②　関係法人株式等　　　 ８５０，０００円

２．控除負債利子

①　支　払　利　子　　　 ８，５３０，０００円

②　連結法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等　

８，５３０，０００円 ×
１３１，２５０円 ＋ １２３，１５０円

８，７１０，０００円 ＋ ８，２５０，０００円
（ ０．０１５）＝ １２７，9５０円

③　関係法人株式等　

８，５３０，０００円 ×
１１9，５５０円 ＋ １００，9３０円

８，７１０，０００円 ＋ ８，２５０，０００円
（ ０．０１３）＝ １１０，８9０円

３．益金不算入額
　①　連結法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等

（ ７８０，０００円 － １２７，9５０円 ）× ５０
１００ ＝ ３２６，０２５円

②　関係法人株式等

８５０，０００円 － １１０，８9０円 ＝ ７３9，１１０円

③　益金不算入額

①＋②＝ １，０６５，１３５円

問題 043（19ページ）の解答を下記のとおり訂正いたします。

問題 129（76ページ）の解答を下記のとおり訂正いたします。
129 Ⅰ　所得金額の計算

摘　　　　　　　　　　　要 金　　　　額

当　　　　 期 　　　　利 　　　　益 ５７，０００，０００円

加
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

損金の額に算入した中間納付の法人税の額 １７，６9０，０００　

損金の額に算入した中間納付の住民税の額 ３，６８０，０００　

損金の額に算入した納税充当金 ２０，０００，０００　

損金の額に算入した住民税利子割額 94，０００　

貸倒引当金の繰入限度超過額 4６０，０００　

機械減価償却超過額 ２６５，4６８　

備品減価償却超過額 １３７，５００　

車両減価償却超過額 ５，０００　

交際費等の損金不算入額 ３２６，０００　

土地圧縮超過額 ２，３００，０００　

小　　　　　　　　　　　　　 計 44，9５７，9６８　

減
　
　

　
　
算

納税充当金から支出した前期分事業税の額 ３，８７０，０００　

前期貸倒引当金の繰入限度超過額認容 ３７５，０００　

建物減価償却超過額認容 ７9，５００　

未払交際費認定損 １，８００，０００　

受取配当等の益金不算入額 ８３７，０００　

小　　　　　　　　　　　　　 計 ６，9６１，５００　

仮　　　　　　　　　　　　　 計 94，99６，4６８　

法人税額から控除される所得税額 １44，２５０　

合 計 ・ 総 計 ・ 差 引 計 9５，１4０，７１８　

所　　　 得　　　 金　　　 額 9５，１4０，７１８　

Ⅲ　納付すべき法人税額の計算

摘　　　　　要 金　　　額 計　　　　　算　　　　　過　　　　　程

所 得 金 額 9５，１4０，０００円 １，０００円 未満の端数切り捨て

法 人 税 額 ２３，4２０，７００　

⑴　年800万円以下の所得金額に対する税額

８，０００，０００円 × 12
12 × １５％

＝ １，２００，０００円

⑵　年800万円を超える所得金額に対する税額

（ 9５，１4０，０００円 － ８，０００，０００円 × 12
12 ）

× ２５．５％ ＝ ２２，２２０，７００円

⑶　税額計　⑴＋⑵＝ ２３，4２０，７００円

差 引 法 人 税 額 ２３，4２０，７００　

１００円 未満の端数切り捨て

法 人 税 額 計 ２３，4２０，７００　

控 除 税 額 １44，２５０　

差引所得に対する法人税額 ２３，２７６，4００　

中間申告分の法人税額 １７，６9０，０００　

納付すべき法人税額 ５，５８６，4００　

お詫びと訂正
　いつも英光社の問題集を御利用いただき、誠にありがとうございます。
　2012年5月1日発行の『法人税法問題集』解答の一部に間違いがありまし
た。謹んで深くお詫び申し上げます。
　今後はこのようなミスがないように努める所存ですので、変わらぬ御愛
顧の程、何とぞよろしくお願い申し上げます。

株式会社　英光社



【正誤表】法人税法問題集（2012.5.1.改訂版発行） 

弊社書籍をお買い求めいただき、ありがとうございます。 

書籍に誤りがございましたので、訂正をお願いいたします。 

ご迷惑をお掛けいたしまして、申し訳ありませんでした。 

ページ 訂正箇所 訂正内容 

P.34 問 068 
【誤】当期～の 8 月 10 日に、 

【正】当期～の 4 月 10 日に、 
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